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静岡県健康福祉部長

新型コロナウイルスの感染防止対策の再徹底について（注意喚起）

日頃、本県の健康福祉行政の推進に御理解、御協力をいただき、厚くお礼申し上げま

す。

さて、本県において８月 20 日から９月 12 日まで「緊急事態宣言」が発令される中で、

県内での感染拡大は続いており、県内の福祉施設においても複数のクラスターが発生し

ています。

感染力が非常に強いデルタ株は感染対策が不十分な場合には、ワクチン接種者であっ

ても感染するため、感染リスクの高い入浴介助、食事介助時におけるマスクやフェイス

シールドの着用など改めて感染対策を徹底するようにお願いいたします。

なお、これまでも、施設等において感染者や濃厚接触者が発生した場合には、指定権

者である県や市町の担当課にも情報提供をしていただくようお願いをしているところで

すが、情報提供がなされないケースが散見されます。

指定権者等への情報提供により、迅速な助言、指導や支援が可能になり、感染拡大の

防止につながることから、施設等において感染者や濃厚接触者が発生した場合には、指

定権者である県や市町の担当課にすみやかに情報提供していただきますよう改めてお願

いいたします。

（参考）

○「福祉施設のための新型コロナウイルス感染対策事例集」

○「福祉施設のための感染症クラスター対策マニュアル（ＦＡＱ）」

URL https://www.pref.shizuoka.jp/kousei/ko-240/kaigo/r2/coronafaq.html
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